
検診名 対象年齢・性別 検査方法
ϐϩリࠪݕە 19歳から69歳の方（集団セットけんしんのみ） 検便による検査
ңがん（9ઢ）ݕ 40歳以上の方（集団セットけんしんのみ） 胃部レントゲン検査
ңがん（内ڸࢹ）ݕ 50歳以上の方（医療機関けんしんのみ） 胃部内視鏡検査

ഏがん・݁ ݕ֩ 40歳以上の方（集団セットけんしんのみ） 胸部レントゲン撮影
問診の上、喀痰検査

େがんݕ 40歳以上の方 検便による検査
؊Ԍウイルスݕ 40歳以上の方 血液検査
લ立થがんݕ 50歳以上の男性 血液検査
子ٶᰍがんݕ 20歳以上の女性 細胞診
ೕがんݕ 40歳以上の女性 マンモグラフィ

　「医療機関けんしん」と「集団セットけんしん」があります。
医療機関けんしん（医療機関で受ける方法）
　実施医療機関の中から、自分の都合のよい場所と日時を選べます。
集団セットけんしん（新庄健康福祉センターなどで、検診車で受ける方法）
◦�半日で、人間ドックのように、様々な種類のがん検診や特定健診などをセットで受けられます。
◦�受診者が女性のみのレディースデイや、託児・日曜日の実施もあります。
◦�医療機関けんしんで受けられる検診〔胃がん（内視鏡）検診をのぞく〕に加え、肺がん・結核検診とピロリ菌検査
が受けられます。

※医療機関けんしん・集団セットけんしんに関係なく、同じ検診を受診できるのは年1回です。
※ピロリ菌検査・肝炎ウイルス検診は今まで受けたことがない方が対象です。
※乳がん検診、子宮がん検診、胃がん（内視鏡）検診は2年に1回の受診です。
※�大腸がん検診、肺がん・結核検診は1年に1回の受診です。�
65歳以上の方は結核を発症しやすいため、肺がん・結核検診を受診してください。

※対象者は、受診日において葛城市在住の方に限ります。
※対象年齢はすべて実施年度の3月31日時点です。
※実施年度の3月31日時点で70歳以上の方は無料です。（手続き不要）
　市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は、事前手続きにより無料になります。

※詳しくは、健康カレンダーをご覧ください

がん検診 健康増進課　☎69-9900

健康
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〒639-2163
葛城市八川121-11 P有

受付時間
朝8時半から

尺土駅より
徒歩3分

キッズ
スペース

☎0745-47-1038

月営業時間 火 水 木 金 土

８:3０～
　　　１２:３０

１５:３０～
　　　２０:３０

定休日:水曜日午後･日曜日･祝日
…完全予約制
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健診名 対象者 自己負担金

ಛ定健康ࠪ
（健康ࠪ）

葛城市国民健康保険加入の40～
74歳の方
後期高齢者医療制度加入の方
生活保護世帯で40歳以上の方

1,000円

� �500円
無料

プレಛ定健康ࠪ
※ूஂセットɹɹ
けんしんのみ

19～39歳の方
1,000円

※�生活保護世帯
の方は無料

大人の予防接種 健康増進課　☎69-9900

健康診査、健康相談、健康づくり教室 健康増進課　☎69-9900

高齢者インフルエンザ
対象者
　下記の1または2に該当する葛城市民で、接種を希
望する方
1．接種当日に満65歳以上の方
2．�接種当日に満60歳以上満65歳未満で、心臓・腎臓
もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に一定の障害を有する
方（事前に手続きが必要です）

※�市内医療機関以外で接種される場合は、事前に手続
きが必要です

※�詳しくは、健康カレンダーをご覧ください

高齢者肺炎球菌ワクチン
対象者
　接種当日に満65歳の葛城市民で、接種を希望する
方
※�市内医療機関以外で接種される場合は、事前に手続
きが必要です

※�詳しくは、健康カレンダーをご覧ください

健康相談
　健康相談では、保健師・管理栄養士による健康づく
りの相談・健康診査の結果説明を行っています。
　詳しくは、健康カレンダーまたは広報かつらぎをご
覧ください。

健康づくり教室
　健康づくりに役立つ各種教室を開催しています。
　詳しくは、広報かつらぎをご覧ください。

健康診査
　自覚症状のないうちから、生活習慣病のリスクを知
り、生活習慣病の予防や改善に役立つ健康診査が、「集
団セットけんしん」または「医療機関けんしん」で受け
られます。

出典：ް ੜ࿑ಇল)1ʮ༧छใʙよ͋͘Δ࣭ʙʯ（https://www.mhlw.go.jp/stG/seisakunitsuite/CunZa/
ɹɹ  kenkou@irZou/kenkou/kekkaku�kansenshou/kihonteki@keikaku/indeY@�����.html）より加工編集して作成

ワクチンを接種することにより、ଟくの方は免疫を֫得できます。ただし、ワクチンの種類によって効果（免疫がつく）
が得られる割合は異なります。またワクチンの種類によって、֫ 得した免疫がബれていくまでの期間は異なります。

※新型コロナワクチンについては、ट相ఛや総務ল・ް 生࿑働লなどからもたらされるの最新情報をご確認ください。

ϫクチンにはどの͘らい効Ռがあるのʁ

༧छの豆知識

1歳以上で2回接種することに
より、́ とんどの方に免疫がつ
き、麻しんや風しんの感染から
कられます。

個人ごとにみると、ワクチンを接種してもインフルエン
ザにかかることはありますが、社会全体でݟると、ワクチ
ンの接種によって発病や重症化の確がえられ、ワク
チンの接種にはϝリットがあることが知られています。

ྫʣ 麻しんϫクチンや෩しんϫクチン インϑルΤンβϫクチン

公衆衛生の豆知識
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子健康手ாަ付
　所 新庄健康ࢱセンター
　母子健康手帳は、৷の初期からお子様が大きくな
られるまで、お母さん・お父さんとお子様の健康の記
録として大切なものです。
　医療機関の診察を受け৷が分かったら、なるべく
ૣめに母子健康手帳の交付を受けましΐう。
※�母子健康手帳の交付時に්健康診査ิ助券や
科健康診査票等を発行しています。交付にはࣃ්
৷届の記入が必要です。
්健康診査のิ助
　৷中の経աやちゃんの発育状گを定期的に確
認するための健診のことです。
　一ൠ的に、出産までに14回程度受診するのが望ま
しいとされています。
※�৷の届出時にお渡しする්健康診査ิ助券を利
用して最大14回までิ助を受けることができます。

※�県外の医療機関を受診される場合は、医療機関受診
の前に手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせ
ください。

※他の市町村へ転出された場合には使用できません。

්ࣃՊ健康診査
　৷中、無料で受けられるࣃ科健診です。৷中は
むしࣃやࣃ周病にかかりやすい状態になりますので、
この健診をご活用ください。
※�৷の届出時にお渡しする්ࣃ科健康診査票を
ご利用ください。

※�්ࣃ科健康診査票は、指定医療機関以外では使用
できません。

※他の市町村へ転出された場合には使用できません。
ϖΞϨンツクϥϒ（྆教ࣨ）
　৷中のママ・パパを対象に、今後の育児に役立つ
情報をお届けします。
　また、ごۙ所の්さんと知り合う機会にもなって
います。
　詳しくは、健康カレンダーまたは広報かつらぎをご
覧ください。
්๚問
　৷中の方を対象に、助産師や保健師が๚問して、
৷中の相談に応じます。
৷定අ用ิ助
　非課税世帯の方を対象に、৷判定にかかった費用
のうち、一部を年度内に2回までิ助します。新庄健康
ࢱセンターに申請してください。
Ұൠෆ、ෆ育࣏療අの助
　不治療または不育症治療費を受けている夫්を
対象に、治療費の一部を助成します。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
出࢈・子育てԠ援ަ付金
　৷届出時から身ۙな型の相談支援と経済的
支援（৷届出後5ສ円・出産後新生児๚問等の面談後
5ສ円・計10ສ円のิ助）をܧ続的に実施します。

৷・出࢈ 健康増進課　☎69-9900

৷

ҭࢠ ҭڭͯ・
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出࢈
新ੜ児๚問
　ちゃんの育児などの相談に助産師・保健師等が応
じます。電話または出生࿈བྷ票でお申し込みくださ
い。
ೕ༮児健康診査
　母子保健法に基づき、乳幼児健康診査を実施してい
ます。お子様の成長や発達がॱ調にすすんでいるかを
みたり、育児のみを相談することが目的です。
　また、保護者や同じ月齢のお子様と知り合う機会に
もなっています。対象の方には約1か月前に個別でお
知らせしています。
◦4か月児健康診査：身体計ଌ、内科診察、育児相談、栄
養相談、乳食教室など

◦10か月児健康診査：身体計ଌ、内科診察、育児相談、
栄養相談、乳食教室など

◦1歳6か月児健康診査：身体計ଌ、内科診察、ࣃ科診
察、育児相談、栄養相談など

◦2歳6か月児ࣃ科健康診査：ࣃ科診察、フッૉృ布、
育児相談、栄養相談など

◦3歳6か月児健康診査：身体計ଌ、内科診察、検尿、育
児相談、栄養相談、ࣃ科診察など
ೕ༮児健康相談
　毎日の子育ての中で、育てにくさや心配ごとはあり
ませんかʁ
　日々の困り事や心配なことなど、ઐ職が本人に
合った関わり方の工夫や今取りめることを、保護者
と一緒にߟえます。
※詳しくは健康カレンダーまたは広報かつらぎをご
覧ください。

こども・ए者αポートセンター　☎48-8639

すこや͔๚（ೕ児Ոఉશށ๚事業）

　生後4か月までのちゃんのいる全ての家庭に๚問
しています。
ʻୈ1子ʼ
　生後4か月までのちゃんがいるご家庭すべてに、
保育士または助産師等が子育て情報誌と子育て応援
グッズを持って๚問します。
ʻୈ2子Ҏ߱ʼ
　家庭相談員、保育士等が๚問します。

子育て支援課　☎44-3623

ͻとりՈఉ福祉事業

+3定ظंׂ݊Ҿ制度
　児童扶養手当の支給を受けている世帯は「通勤定期
ं券」に限り3割Ҿきでߪ入できます。

交௨Ҩ児等援護事業（࣮施ओ体ɿಸྑࣾݝ会福祉ٞڠ会）
　交通事ނや自વࡂ害で父または母等を亡くした18
歳未満の児童にܹྭ金（1人10ສ円）が給付されます。
また、小・中・高校への入学時に、入学祝金（1人5ສ円）
が給付されます。

子子Չ්福祉ۚࢿ貸付ۚ
　ひとり親家庭またはՉ්の方が経済的に自立する
ため、次の資金の༥資相談に応じています。
◦修学資金　　　◦就学支度資金　◦修業資金
◦就職支度資金　◦ٕ能取得資金　◦医療介護資金
◦生活資金　　　◦住資金　　　◦転資金
◦結ࠗ資金

こども・ए者αポートセンター　☎48-8639

子育てお助けୂ・ޙ࢈લ࢈
（ݣՈఉ支援ϔルύーޙ࢈લ࢈）

対　象
　৷届出日～満1歳までの子どもを持つ保護者（葛
城市民）かつ、ன間に家事または育児を手助けする人
がいなくて困っている方
利用内容
◦食事の४උおよび後片付け、洗୕、除などの家事
◦त乳支援、おむつସえ、ᔓ浴介助、上の子（就学前）の
世話などの育児
利用回数
30回以内（ただし、ଟによる出産の場合は60回以内）
※1回2時間以内
利用料金
課税世帯ʜ1時間300円
市民税非課税世帯（一ൠ世帯）ʜ1時間100円
生活保護世帯および市民税非課税世帯（母子家庭等）ʜ無料
支援員
　保育士、保健師、ϔルパーなどが対応します。

子子就業支援
　ひとり親家庭のみなさまの就業による自立のお手
いをしています。事前相談が必要です。詳しくはお
問い合わせください。
◦自立支援教育܇࿅給付金
◦高等職業܇࿅ଅਐ給付金・修ྃ支援給付金
◦高等職業܇࿅ଅਐ資金貸付（取得した資格を活用し
て就職し、奈良県内等で5年間ै事した時は返ؐを
免除します。）
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子どもの予防接種 健康増進課　☎69-9900

　予防接種の役割は、「ワクチン」とよばれる「免疫をつくる種」を注射して、意図的に体内に病原菌を取り込み、そ
の病気に対する免疫をつくるものです。
　以下の定期予防接種（国が接種を推奨しているワクチン）は、対象期間内に決められた接種間隔で接種すれば、
費用は無料となります。予防接種法に基づき、医療機関で実施しています。

　必ず予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで受けてください。

ロタ、B型肝炎、Hib、小児肺炎球菌、四種混合（三種混合、不活化ポリオ）、五種混合（四種混合、Hib）、BCG、MR
（麻しん風しん）、水痘、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス

骨髄移植手術等により免疫が消失した子
に対する任意予防接種費用助成
骨髄移植手術等によって、それまでに接種した定期

予防接種の免疫が低下または消失したと医師に判断さ
れた方に対し、任意予防接種の費用助成を行います。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

予防接種手帳交付会
　生後2か月になる方を対象に月1回交付会を行って
います。
　小学校に入学するまでに受ける予防接種の説明と
予診票（予防接種手帳）をお渡しします。

子どもの予防接種一覧

注1）接種を生後2か月から7か月未満に開始した場合です。この時期に接種を開始しない場合は回数が異なります。
※MR混合2期、日本脳炎2期、二種混合は接種対象時期に案内が届きます。
※�日本脳炎予防接種において、平成17年度から平成21年度の「積極的接種勧奨差し控え」により接種を受ける機会を逸した方
は、20歳誕生日前日までに定期予防接種として接種できます。対象者など詳細についてはお問い合わせください。

予防接種名 予防する病気 接種回数
（標準的な接種間隔）

対象年齢
〔標準的な接種時期〕

ϩタ ロタウイルス胃腸炎
ロタリックス：2回
（1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種）

生後6週0日～生後24週0日まで
〔生後2か月～〕

ロタテック：3回
（27日以上の間隔をあけて3回接種）

生後6週0日～生後32週0日まで
〔生後2か月～〕

Ԍ؊ܕ# B型肝炎ウイルス感染によ
る肝炎、肝硬変、肝がん

3回
（1回目を接種後、27日以上の間隔をあけて2回目を接種
し、1回目から139日以上の間隔をあけて3回目を接種）

生後2か月～1歳の誕生日前日まで

)JC
1）

インフルエンザ菌b型による
気管支炎、髄膜炎、肺炎など

初回3回
（27日以上の間隔をあけて3回）

生後2か月～5歳の誕生日前日まで
〔生後2か月～7か月の前日まで〕

追加1回
（初回の3回目接種後、7か月～13か月の間隔をあけて1回） 生後2か月～5歳の誕生日前日まで

小児用ഏԌەٿ
1）

肺炎球菌による中耳炎、細
菌性髄膜炎、肺炎など

初回3回
（27日以上の間隔をあけて3回）

生後2か月～5歳の誕生日前日まで
〔生後2か月～7か月の前日まで〕

追加1回
（初回の3回目接種後、60日以上の間隔をあけて1回）

生後2か月～5歳の誕生日前日まで
〔1歳～〕

#$( 結核 1回 1歳の誕生日前日まで
〔生後5か月～8か月の前日まで〕

छࠞ合࢛
◦ジフテリア
◦百日せき
◦破傷風
◦ポリオ

初回3回
（20～56日までの間隔をあけて3回） 生後2か月～7歳6か月の前日まで追加1回
（1期初回の3回目接種後、12か月～18か月の間隔をあけて1回）

छࠞ合ޒ

◦ジフテリア
◦百日せき
◦破傷風
◦ポリオ
◦Hib

初回3回
（27日～56日までの間隔をあけて3回） 生後2か月～7歳6か月の前日まで

追加1回
（1期初回3回目の接種後6か月～13か月の間隔をあけて1回） 生後2か月～7歳6か月の前日まで

.3 ◦麻しん（はしか）
◦風しん

1期1回 1～2歳の誕生日前日まで

2期1回 小学校就学前（年長）の学年の4月1
日～3月31日まで

ਫ ◦水痘 2回
（6か月～12か月の間隔をあけて2回） 1歳～3歳の誕生日前日まで

ຊԌ ◦日本脳炎

1期初回2回
（6日～28日までの間隔をあけて2回）

生後6か月～7歳6か月の前日まで
〔3歳～〕

1期初回追加
（1期初回の2回目接種後、概ね12か月の間隔をあけて1回）

生後6か月～7歳6か月の前日まで
〔4歳～〕

2期1回 9歳～13歳の誕生日前日まで

ೋछࠞ合 ◦ジフテリア
◦破傷風 1回 11歳～13歳の誕生日前日まで

ώトύϐϩーϚ
ウイルス ◦子宮頸がん 3回

小学校6年生～高校1年生（年齢相
当）の女子
〔中学校1年生〕
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区分 種別 施設名 定員 郵便番号 住所 電話
平日 土曜

開所時刻 閉所時刻 開所時刻 閉所時刻
公立 保育所 磐城第2保育所 200 639-2163 葛城市八川70-2 48-4998 7:30 19:00 7:30 14:00
公立 保育所 當麻第1保育所 90 639-0274 葛城市今在家241 48-2377 7:30 18:30 7:30 14:00
公立 認定こども園 磐城認定こども園 218(※) 639-2151 葛城市南今市50-1 48-3633 7:30 19:00 7:30 14:00
私立 保育園 浄正院保育園 170 639-2131 葛城市林堂56-4 69-6025 7:00 19:00 7:30 14:00
私立 保育園 華表保育園 200 639-2137 葛城市南藤井92-1 69-6368 6:45 19:00 7:30 14:00
私立 保育園 はじかみ保育園 120 639-2123 葛城市忍海192 62-1451 7:00 19:00 7:00 14:00

私立 小規模保育所 アートチャイルドケア
奈良葛城保育園 19 639-2155 葛城市竹内287-1 44-9802 7:30 19:00 7:30 14:00

私立 小規模保育所 新庄せいかナーサリー 19 639-2113 葛城市北花内731-5 43-8870 7:30 18:30 7:30 14:00
私立 認定こども園 奈良文化幼稚園 224(※) 639-2101 葛城市疋田687 52-1759 7:00 18:30 7:00 14:30
私立 認定こども園 當麻せいか子ども園 165(※) 639-0276 葛城市當麻1626-1 48-5100 7:30 19:00 7:30 14:00

児童福祉事業 こども未来課　☎44-5105

葛城市の保育所（園）・認定こども園・小規模保育所一覧

※認定こども園の定員は1号認定（教育部分）も含まれています。

学童保育 子育て支援課　☎44-3623

　保護者が働いていたり、出産、病気または介護等の
理由により家庭で保育ができない場合、保護者に代わ
り放課後などに学童保育所で保育します。
　小学校区ごとに学童保育所があります。

特別児童扶養手当 子育て支援課　☎44-3623

　心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童を養
育している父母、あるいは父母に代わって児童を養育
している人に支給されます。所得制限があります。
　ただし、児童が施設等に入所したときや、障害を支
給事由とする公的年金を受けることができるときは
該当しません。

児童扶養手当 子育て支援課　☎44-3623

　父または母と生計を同じくしていない児童（満18
歳に達する日以後最初の3月31日まで）や、父または
母が重度の障害の状態にある場合、父または母、ある
いは父母に代わって児童を養育している人に支給さ
れます。所得制限があります。

児童手当 子育て支援課　☎44-3623

　葛城市内に住所を有し、中学校卒業までの児童を養
育している人に支給されます。（公務員の方は勤務先
から支給されます。）（※令和6年3月末時点）

ベビーカー使用者や周囲の方は、お互い
気持ちよく利用できるように協力し合い
ましょう!

出典：国土交通省

ベビーカーの使用を禁止する
場所や設備（エスカレーター
等）を表しています。

ϕϏーΧー
用禁止マーク

ベビーカーを安心して利用できる場所や設備（エレベーター、
鉄道やバスの車両スペース等）を表しています。

ベビーカーマークは、ベビーカーを安心・
安全に使用するためのマークです。

を知っていますかベビーカーマーク ？
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　市内在住の未就園児のお子様とその保護者を対象に「親子で自由に༡べる場」「気ܰにみを相談できる場」を
提ڙしています。

対　　象 葛城市在住で、みを๊えている40歳までの方またはその家族、支援者等
相談内容 ◦৷・出産ŋ子育てに関する相談　◦不登校、発達などに関する相談

◦自立（ニート、ひきこもり）相談　ç◦Ϡングケアラーに関する相談
※�相談のൿີはݫकします。
ྟচ心理士、社会ࢱ士、保健師、保育士等が対応します。

こども・ए者αポートセンター　☎48-8639

こども・ए者相談（ワンスτップ相談窓口）

子育て支援センター 子育て支援センター　☎69-5241

こ͋Β・ΒͬこルーϜ ͻよこルーϜ Θんͺ͘ルーϜ

ྸ
0歳児（対象年度に満1歳を迎える乳児）
こあらルーム（4～9月生）
らっこルーム（10～3月生）

1歳児（対象年度に満2歳を迎える幼児） 2歳児（対象年度に満3歳を迎える幼児）

࣌
こあらルーム：毎月第2月曜日
らっこルーム：毎月第4月曜日
10：00～11：00

當麻地区：毎月第2火曜日
新庄地区：毎月第2金曜日
9：30～11：30

當麻地区：毎月第4火曜日
新庄地区：毎月第4金曜日
9：30～11：30

࣮施場所 （新庄健康ࢱセンター内）

　未就園の子どもとその保護者が交流をਂめる場です。子育てに関するみや情報を共有し、保育士がそれぞれ
の年齢に応じた経ݧができるようقઅに応じたՎや手༡び・活動などを提ڙします。

齢別つどい

子ども用Ϧαイクル（ゆͣり·す・ゆͣͬてくͩ͞い）
　ご家庭で使わなくなった子どもやベビーカー、ֆ
本などの子ども用品をお持ちいただき、必要な方にお
ৡりしています。ͥ ひご活用ください。
　所 子育て支援センター

子育てαークル׆動支援
　子育てなかまが集まってのサークル活動を支援し
ます。サークル活動をされている方は子育て支援セン
ターや子育て支援センター内かつらぎっこひΖばな
どの部を利用することができます。
෦の貸出日
子育て支援センター：�毎月第1・3火曜日（ޕ前・ޕ後）、

毎月第2・4火曜日・金曜日（ޕ後）
対　象 大人5名以上の子育てサークル

日時・所
子育て支援センター（月・水・木・金曜日）
前の部：9：30～11：30ޕ
後の部：13：00～15：00ޕ
൬城児童館（月・火・水・木・金曜日・第2・第4土曜日）
前の部：9：30～11：30ޕ
後の部：13：00～15：00ޕ
対　象
葛城市内在住の未就園児とその保護者
※�日時等に変更が生じる場合があります。詳しくは市
ホームページまたは広報をご覧ください。

つどいの

　つどいの広場の出ு広場です。
日時・所
Ώうあいステーシϣン2֊（原ଇ毎月第3火曜日）
9：30～11：30

おͰ͔け

70

２４０６葛城市2(SG18)行政最終.indd   70 2024/04/16   16:48:45



学校教育課　☎44-5108

༮ஓ園・こども園

区分 時間ଳ 利用料（対象児1人ͨΓ）

ฏ
8：00～18：00 1時間当たり600円
上記以外の時間帯 1時間当たり700円

ٳ 土・日・祝日・年末年始 1時間当たり800円

　子育ての助けをして΄しい人（利用会員）・子育ての
お手いをできる人（援助会員）がそれぞれ会員とな
り、相ޓに助け合っていく৫です。
　保育所や幼ஓ園の送迎、学校の放課後の༬かり、学
童保育のऴྃ後の迎えや༬かり、子どもを࿈れて出か
けにくいときの一時༬かりなどができます。
会　員
利用会員：�原ଇとして0歳から小学校6年生までの子

どもがいる方�
※�随時登録できます。（ҹ鑑と証明書用のࣸ
ਅが必要）

援助会員：�心身ともに健全で子育てに理解がある18
歳以上の方�
自または利用者の家で子どもを༬かるこ
とが可能な方�
※�毎年秋頃にクラブが実施する説明会とߨ
習会（6࠲ߨ）を受けていただきます。

両方会員：利用会員と援助会員の両方に登録したい方
利用料金

子育て支援センター　☎69-5241

フΝϛϦー・αϙーτ・クϥϒ

葛城市立༮ஓ園・こども園

༮ஓ園・こども園（1߸認定）への入園
　対象年齢3～5歳児（満3歳児を除く）に対し、幼児教
育を行っています。
入園は随時ื集しています。園のݟ学希望や入園に

ついてのご相談等、各園へ直接お問い合わせください。
　保育料は無料で、給食費のうち副食費（おかず代）に
あたる部分については、世帯の状گ等に応じて免除さ
れます。詳しくは、学校教育課までお問い合わせくだ
さい。

༮ஓԂ名 所在地 電話番号
FAX番号

新庄小ֶߍ
ෟଐ幼稚園 葛城市南道穗145番地1 69-5500

69-7719
ւ小ֶߍ
ෟଐ幼稚園 葛城市忍海338番地1 62-1763

62-1773
新庄小ֶߍ
ෟଐ幼稚園 葛城市疋田612番地 69-6122

69-7716
當麻小ֶߍ
ෟଐ幼稚園 葛城市當麻583番地1 48-3533

48-8194
磐城認定
こども園 葛城市南今市50番地1 48-3633

48-8192

༬͔り保育
　保護者の子育て支援の一環として、各園では保育時
間ऴྃ後最長16：30まで、在園児を対象とした༬かり
保育を実施しています。利用時間に応じて利用料が必
要ですが、保育の必要性の認定を受けることができる
児童については、利用料の一部がキャッシϡバックさ
れる制度もあります。詳しくは、学校教育課までお問
い合わせください。
※�お事をされていても幼ஓ園への入園を選する
ことができます。

7�

葛城市役所
新庄郵便局 奈良中央信用金庫

　新庄支店

不二家
新庄店

近
鉄
御
所
線

南都銀行
新庄支店

近鉄
新庄

そろばんANMU

そろばんANMU
͋んΉ

ಸྑݝࢢՖ�����

通ってくれている子どもたちはあらゆる競技大会や
検定に挑戦し、目標をもって取り組んでいます。

集中力
行動力

独学力
向上力

090-5067-1112
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小学校名 所在地 電話番号／FAX番号
新庄小ֶߍ 葛城市南道穗176番地1 69-2131／69-9277
ւ小ֶߍ 葛城市忍海338番地1 62-2467／62-8211
新庄小ֶߍ 葛城市疋田612番地 69-6121／69-9299
磐城小ֶߍ 葛城市南今市61番地 48-2041／48-7123
當麻小ֶߍ 葛城市染野32番地 48-2059／48-7124

中学校名 所在地 電話番号／FAX番号
新庄中ֶߍ 葛城市新庄248番地 69-3301／69-9292
ന中ֶߍ 葛城市長尾14番地1 48-2054／48-3451

葛城市立小・中学校

就学援助制度
　経済的な理由により、就学が困難な児童・生徒を対象とした就学援助制度があります。
　詳しくは、市ホームページにてご確認または、学校教育課までお問い合せください。

支援の必要な子どもの教育（特別支援教育）

　発達障害等を含め、障がいのある児童生徒一人ひとりの子どものニーズに応じた学びの場が用意されていま
す。学びの場は市教育支援委員会を中心に観察、相談、審議し、協議結果を県に通知して決定します。
特別支援学校
　特別支援学校には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の児童生徒を対象とする学校があります。
特別支援学校では、児童生徒の「生きる力」をはぐくむことを目指し、自立し社会参加するための豊かな教育内容・
方法を工夫した指導が行われています。
特別支援学級
　小・中学校の特別支援学級では、児童生徒の「自立と社会参加」を図るために、一人ひとりの障がいの種類や特性
に配慮しながら教育を行っています。きめ細やかな対応ができるように、少人数の編成がなされており、一人ひと
りの教育的ニーズを踏まえた指導が行われています。
特別支援学級には、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴および自閉症・情緒障害の種別があります。
通級による指導
　通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、「通級指導教室」において週に数単位時
間程度、個に応じた特別な指導が行われています。令和5年度から全ての小・中学校に開設しています。
通常の学級での指導
　小・中学校の通常の学級に在籍している児童生徒の中で、特に配慮が必要な場合については、一人ひとりの状態
に応じて指導内容、方法を工夫した指導が行われています。

小・中学校への入学
　満6歳の児童に対して、入学される前年の秋に「就学者健康診断通知書」を保護者へ送付しますので、指定の小
学校で健康診断を受けてください。
　また、小・中学校に入学されるお子様のいる家庭には、入学される年の2月末頃までに入学する学校を指定した
「入学通知書」を送付します。なお、国立、県立、私立の小・中学校へ就学される方は、就学先の学校長の入学許可証
を添えて学校教育課へ届け出てください。

小・中学校 学校教育課　☎44-5108

　I� roomは、学校に登校しにくい、登校したくてもできない、教室に入れない子どもたちの「学びの場（＝居場
所）」とし、子ども一人ひとりの理解に努め、自主性を伸ばしながら「社会的な自立」に資する支援を行います。令和
5年度から全ての小・中学校に開設しています。
　詳しくは、在籍する学校までお問い合せください。

I（アイ）room
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